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母体が資産税に特化した会計事務所です。 

 

代表の公認会計士・鹿谷哲也が全てのソフトを企画、開発指導しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇収支・相続を始め、不動産経営と資産税に特化した会計事務所としてのノウハウを駆使して作っております。 

 

◇28 年以上バージョンアップを繰り返しております。 

 

◇税制改正にはいち早く対応しております。 

 

◇数千社に及ぶ全国の不動産会社、建設会社、大半の大手ハウスメーカーにご愛用いただいております。 

（カスタマイズ実績も多数あります） 

 

◇入力方法が分からなければ電話、メール等で質問いただければ、実務に詳しい担当者が即答いたしますので、 

安心してご利用いただけます。

 

不動産経営のための６種類の事業収支・相続のソフト 

当社のソフトの特徴 

実際の運用では、この点が最も重要だと考えております 

不動産、資産税に関する著書多数 

アパート収支計算システム 

アパート経営プランナー 

ビル・マンション収支計算システム 

ビル経営プランナー 

事業用不動産投資シミュレーション・システム 

投資プランナー 
 

相続トータル提案書作成システム 

相続プランナー 
 

最適土地活用方法検討システム 

土地活用プランナー 
 

建物名義検討システム 

建物名義プランナー 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷できる帳票一覧 

総合対策 

 

・ 表紙Ａ  

・ 表紙Ｂ  

・ 土地の相続税評価額 

・ 建物の相続税評価額 

・ 現状での資産・負債の評価額  

・ 現状での相続税額および現金納付の可否  

・ 現状での納税方法の検討  

・ 相続対策一覧  

＜対策 1､2＞土地活用  

＜対策 3＞不動産の購入 

＜対策 4＞養子縁組  

＜対策 5＞生命保険の加入 

＜対策＞連年贈与  

＜対策＞相続時精算課税 

・ 総事業費  

・ 相続税評価額の比較  

・ 土地の内訳表 

・ 建物の内訳表 

・ 相続税額の比較  

・ 対策後の相続税額および現金納付の可否 

（ケース１）  

・ 対策後の納税方法の検討（ケース１）  

・ 対策後の相続税額および現金納付の可否 

（ケース２） 

・ 対策後の納税方法の検討（ケース２） 

・ 総合意見  

 

個別対策 

 

・ ＜対策＞贈与 

連年贈与  

上場株式の贈与 

配偶者に対する居住用財産の贈与  

・ ＜対策＞生命保険 

被相続人を被保険者とする通常の生命保険  

・ ＜対策＞土地の有効活用 

・ ＜対策＞不動産の購入 

・ ＜対策＞養子縁組  

・ ＜対策＞納税方法の検討  

遺産分割･納税方法 

 

・ 遺産分割シミュレーション  

・ 納税方法の検討 
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0000 年６月 28 日 

0000 年６月 28 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合対策・＜表紙＞ 

 
お客様名を表示しない

こともできます。 

 
各自で自由にタイトル

を入力できます。 

 
表紙のデザインについては２種類の

うち、いずれかを選択できます。 
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相続対策のメインはやはり不動産の有効活用。そのためには現状の不動産について詳細に分析するところからスタートする必要があります。 

一度登録しておけば次年度からは路線価（または固定資産税評価額）だけを入力すればＯＫ｡ 

顧客サービスの一環として、少なくとも年に一度は再計算しましょう！ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合対策・＜土地･建物一覧＞ 

 路線価方式の場合も固定資産税

評価額については表示できるよ

うになっております｡ 

 

 
土地活用によってどれほどの評価減 

になっているかが分かります｡ 

 建築年を入力するようになっているため、

一度入力しておけば毎年一年ずつ加算され

ます。なお、表示しないこともできます。 

  

 単位は千円と円のいずれ 

かを選択できます（以下、

全ての帳票に共通です）｡ 
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相続対策はトータルプランでなければ意味がありません｡ 

この「相続プランナー」は様々な対策を組み合わせた場合の総合的な提案書を作成することができます｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合対策・＜現状分析＞ 

 資産･負債の項目毎に構成

比も表示されますので、

「家計バランスシート」

の分析が可能です｡ 

相続税の税額計算は 

 ①法定相続割合で相続した場合､ 

 ②任意に入力した相続割合で相続した場合、 

 ③最も安くなる方法で相続した場合、 

の３種類から選択できます｡ 

また、農地の場合は納税猶予税額も計算されます｡ 

ところで相続税がかかる場合、手持資金で納税で

きるケースはマレ。不動産を売却したり、延納あ

るいは物納することになりますが、このシステム

ではこれらのシミュレーションもできます。 

  

 
１ページおよび２ページ

の土地･建物の評価額合計

と一致しています｡ 
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総合対策・＜対策メニュー＞ 
  

相続対策の提案で大切なことは､提案者の

考え･意見を押し付けないことです｡ 

そのため､このシステムではそれぞれの対

策につき、２つのプランを相互に比較でき

るようになっております｡ 

 
選択した対策を一覧表示できます。 

これらの対策を組み合わせた場合 

の提案書を作成できるわけです。 
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もし現状で相続税を納税できたとしても､当然ながら土地が減ったり、 

生活が苦しくなったりします。土地が減ることを我慢したとしても、 

その土地が収益を生んでいたとしたら､収入が減りますので､現状と比 

較して生活は苦しくなるのです｡ 

ところで､相続対策には様々なものがありますが､やはり本命は土地の 

有効活用です｡その理由は節税になるだけでなく､収益アップにもつな 

がるからです（収益アップにならない土地の有効活用というのは本来 

おかしいのです）。他の対策は節税とか遺産分割あるいは納税資金の 

調達には有効ですが､基本的に収益アップにはなりません。 

つまり、相続対策を考える上で大切なことは、土地の有効活用で収益 

アップを図り､その資金で生活を豊かにすると同時に､他の対策の資金 

にするということです(ex.生命保険料の支払)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各対策メニュー例 
 

 
このシステムでは様々な対策を組み合わせ

た場合の提案書を作成できるわけですが

（土地の有効活用だけで最大 20 件)､個々

の対策は１枚のシートにまとめられており

ます。 
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このシステムでは個々の対策は１枚のシートにまとめられておりますが、それら個々の対策を合計

した表がないと説明する側もされる側も不便を感じます｡ 

そこで、このシステムでは｢総事業費｣、｢相続税評価額の比較｣､｢土地の内訳表｣､｢建物の内訳表｣を

別途印刷できるようになっております。 

総合対策・＜対策の効果＞ 
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総合対策・＜納税の検討＞ 

対策を実行した場合、当然ながら相続税は安くなっているでしょうから、納税は比較的楽なのではないでしょうか？  

なお、相続対策で大切なことは無理をしないことです。 

将来のことは誰も分からないわけですから、納税には余裕を持たせておくべきです(ex.延納税額は少なくする)。 

 このシステムでは個々の対策毎に対策の

内容とかコメントを入力するようになっ

ておりますが、全体としての専門家の意

見を｢総合意見｣として別途入力できるよ

うになっております。 

話の上手な人は必要ないかもしれません

が、それでも事前に考えをまとめておか

れた方が良いと思います｡ 
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個別対策＜対策メニュー＞ 

「総合対策」はどちらかと言えば初めてのお客様に対して､少し気合を入れて提案書を作成するためのものです｡ 

しかしながら現実には提案した全ての対策をすぐに実行することは少ないと思われます｡今年はコレとコレをやって来年はコレをやりましょうというのが一般的です｡ 

また、当初の提案と実際に実行に移す対策の内容・規模は若干違ってきます｡ 

つまり、状況が変わったとき、お客様のご質問に速答したり、こちらから提案するシステムが別途必要になってくるのです。 

このようなことから、当システムでは｢総合対策｣とは別に｢個別対策」も準備されております｡ 

 
「個別対策」における提案書は

ワンシート完結型です。 
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各対策メニュー例 
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遺産分割・納税方法 

納税方法の検討 

遺産分割シミュレーション 
 

「総合対策」とか「個別対策」はトータルの財産を一定の割合で配偶者

と子供に配分した場合の相続税額を計算するようになっております。 

ところが、具体的に遺産分割方法が決まった場合には、これでは正確な

計算ができません。 

そこで、「遺産分割･納税方法」では「総合対策」で入力したデータを基

にして各相続人毎の税額を計算の上、納税方法を検討できるようにして

おります。 

00.6.28 


